


















 

はじめに 

本県の母子健康センターは農山村における無介助分娩の解消を図ると共に乳児

死亡減少対策として昭和 27 年に公立助産所が設置されたのに始まる。 

その後昭和30年までに7ケ所の公立助産所が設置されたが,昭和33年から母子

健康センターが国において制度化されたので,以後これに切換え現在 31 市町村

に設置されている。このうち市に設置されている 1ケ所は市町村合併以前に設

置されていたもので特殊な例である。本県の市を除く町村数は 49 であるが,そ

のうち 30 町村に母子健康センターが設置されており数において 61%,町村人口

において 64%を占めている。 


